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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年７月３１日（平成３０年（行個）諮問第１３８号） 

答申日：平成３０年１２月２５日（平成３０年度（行個）答申第１６１号） 

事件名：本人に対する療養補償給付の不支給決定に係る審査請求に関する特定

労働者災害補償保険審査官の決定書類のうち甲号証等の一部開示決

定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「平成２９年度特定号決定書内，甲第１号証から甲第４号証，乙第１号

証から乙第３５号証，丙第１号証」に記録された保有個人情報（以下「本

件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした決定に

ついて，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，別表の

６欄に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，千

葉労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成３０年５月１８日付け千

労発基０５１８第１号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   開示申請資料は，相手方の労働衛生安全法（原文ママ）に基づく義務の

未実施。相手方の債務不履行，不法行為を証明する重要な証拠である。今

後訴訟を踏まえており，証拠収集の一環である。 

   しかるに，部分開示の内容は，固有名詞にとどまらず，労基署の質問内

容，及び相手方の回答内容までを不開示としており，文章としてなんら役

の立たないものとなっている。 

   よって再審査の請求を致します。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成３０年３月１９日付けで，処分庁に対して，法１

２条１項の規定に基づき，「平成２９年度特定号決定書内，乙第４号証，
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乙第１７号証，乙第１９号証，乙第３０号証，乙第３２号証，乙第３３

号証，丙第１号証」に係る開示請求を行った。 

（２）同月２３日，電話により，開示を請求する保有個人情報が「平成２９

年度特定号決定書内，甲第１号証から甲第４号証，乙第１号証から乙第

３５号証，丙第１号証」に補正された。 

（３）これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人がこれを

不服として，平成３０年６月６日付け（同月８日受付）で審査請求を提

起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新

たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報につ

いては，法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに基づき，原処分

を維持して不開示とすることが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，「平成２９年度特定号決定書内，甲第１号

証から甲第４号証，乙第１号証から乙第３５号証，丙第１号証」である。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 法１４条２号の不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号５，８，

１０①，１１①，１２①，１３①，１４①，１５①，１６①，１７

①，２０，２１，２３，２８②，３１，３２，３４，３６①②及び

３７の不開示部分は，審査請求人以外の氏名など，審査請求人以外

の個人に関する情報であって，審査請求人以外の特定の個人を識別

することができるものであるため，当該情報は，法１４条２号本文

に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しない

ため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。  

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号８，１０

②，１１②，１２②，１３②，１４②，１５②，１６②，１７②，

２３，３６②及び３７の不開示部分は，特定労働基準監督署の調査

官が，審査請求人が行った労災請求に係る処分を行うにあたり，審

査請求人以外の特定個人から聴取をした内容である。当該聴取内容

に関する情報が開示された場合には，被聴取者が，不当な干渉を受

けることが懸念され，審査請求人以外の個人の権利利益を害するお

それがあるため，当該情報は，法１４条２号の不開示情報に該当し，

かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処

分を維持して不開示とすることが妥当である。 
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イ 法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２７，２８

①，３２及び３７の不開示部分は特定事業場に関する情報等であり，

当該事業場が一般に公にしていない内部情報である。そのため，仮

にこれらの情報が開示された場合には，当該事業場の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，当該情報

は，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

ウ 法１４条３号ロの不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号３０及び３

７の不開示部分は特定事業場内における調査報告に関する情報等で

あり，当該事業場が一般に公にしていない内部情報である。これら

の情報については，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件

で任意に提供されたものであって，通例として開示しないこととさ

れているものであるから，法１４条３号ロに該当するため，原処分

を維持して不開示とすることが妥当である。 

エ 法１４条７号柱書きの不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号８，１０

②，１１②，１２②，１３②，１４②，１５②，１６②，１７②，

２３，３４，３６②及び３７の不開示部分は，特定労働基準監督署

の調査官が，審査請求人が行った労災請求に係る処分を行うにあた

り，審査請求人以外の特定個人から聴取をした内容であり，これら

の内容が開示された場合には，審査請求人以外の個人の権利利益を

害するおそれがあることは，上記ア（イ）で既に述べたところであ

る。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者等が心理

的に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関

係について申述することをちゅうちょし，労災請求人側，事業場側

いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が

発生し，公正で的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事

実関係についての客観的申述を得ることが困難になるおそれがあ

る。したがって，これらの情報は，開示することにより，労働局及

び労働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書きの不開示情

報に該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当であ

る。 

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号８，３
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０，３４及び３７の不開示部分は，特定事業場が一般に公にしてい

ない内部情報である。そのため，これらの情報が開示された場合に

は，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な権利を害するお

それがあることは上記ウで既に述べたところである。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償行

政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた上で得

られたものであるから，当該情報を開示するとした場合には，この

ことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失い，労災認定の調

査への協力をちゅうちょさせることとなり，公正で的確な労災認定

を実施していく上で必要な事実関係を把握することが困難となる。

したがって，これらの情報は開示することにより，労働局及び労働

基準監督署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書きに該当するため，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

４ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上で，

別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報については，法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに基づき，原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 

※ ３の下線部について，諮問庁に確認の上，当審査会事務局において，

訂正した。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年７月３１日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年９月６日      審議 

   ④ 同年１１月１５日    本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤ 同年１２月２０日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「平成２９年度特定号決定書内，甲第１号証

から甲第４号証，乙第１号証から乙第３５号証，丙第１号証」に記録され

た保有個人情報であり，具体的には，別表に掲げる文書番号１ないし文書

番号４０に記録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った
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ところ，審査請求人は，不開示部分の開示を求めている。 

これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分における不開示部分の

一部を新たに開示することとするが，その余の部分については，原処分を

維持し，不開示とすることが妥当としていることから，本件対象保有個人

情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部

分の不開示情報該当性について，以下，検討する。 

なお，審査請求人は，特定労働基準監督署長による労災保険給付の不支

給決定を不服として，千葉労働者災害補償保険審査官に対し，労働者災害

補償保険法に基づく審査請求を提起し，千葉労働者災害補償保険審査官の

決定がなされ，審査請求人へ当該決定書（以下「決定書」という。）が送

付されたことを受け，決定書の審査資料の一部について開示請求を行った

ものである。 

そうすると，審査請求人は，本件開示決定以前に，決定書記載の内容は

承知しているものと認められることから，以下の検討においては，諮問庁

から提示された決定書の内容も踏まえることとする。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）別表の６欄に掲げる部分について 

ア 通番２（１９頁部分を除く。），通番４，通番８，通番１０，通番

１２，通番１４，通番１６，通番１８，通番２１及び通番２８につい

て 

当該部分は，特定労働基準監督署又は特定事業場の担当官が審査請

求人以外の第三者から聴取した内容及び特定労働基準監督署の担当

官の求めに応じて提出された医師の意見が記載されており，法１４

条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当するが，決定

書において既に開示されている情報と同一の内容であり，審査請求

人が知り得る情報と認められることから，同号ただし書イに該当す

ると認められる。また，同様の理由により，これを開示しても，労

働基準監督機関が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号及び７号柱書きのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 

イ 通番２（１９頁部分）について 

当該部分は，「事業場以外における当該労働者との相関図（家族・

友人等）」欄であり，関係者の氏名及び審査請求人との関係が記載

されており，かつ，被聴取者には○印が記載されている。関係者の

氏名，審査請求人との関係及び被聴取者であることを示す○印の有
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無は，一体として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外

の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができる

ものに該当するが，決定書において既に開示されている情報から，

当該関係者が被聴取者であることが明らかであり，審査請求人が知

り得る情報と認められることから，同号ただし書イに該当すると認

められる。また，同様の理由により，これを開示しても，労働基準

監督機関が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号及び７号柱書きのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 

ウ 通番３について 

  当該部分は，審査請求人以外の第三者の氏名，住所，職業及び生年

月日が記載されており，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人

以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものに該当するが，決定書において既に開示されている情報から推

認し得る情報と認められ，審査請求人が知り得る情報と認められるこ

とから，同号ただし書イに該当すると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきで

ある。 

エ 通番２５について 

  当該部分は，特定労働基準監督署の担当官の求めに応じて特定事業

場から提出された審査請求人の経歴書であり，審査請求人が知り得る

情報と認められることから，これを開示しても，労働基準監督機関が

行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認

められず，また，審査請求人に開示しないという条件を付することが，

当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であるとも認められ

ない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号ロ及び７号柱書きのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 

オ 通番３１について 

当該部分は，特定労働基準監督署の担当官の求めに応じて提出され

た審査請求人以外の第三者の回答及び当該第三者の所属する部署名

であり，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に

関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該

当するが，決定書において既に開示されている情報と同一の内容で

あり，審査請求人が知り得る情報と認められることから，同号ただ

し書イに該当すると認められる。また，同様の理由により，これを
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開示しても，労働基準監督機関が行う労災認定の事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，法人の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとも認められな

い。さらに，審査請求人に開示しないという条件を付することが，

当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であるとは認めら

れない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号

柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（２）その余の部分について 

  ア 法１４条２号該当性について 

（ア）通番１，通番３，通番１９，通番２０及び通番２６について 

当該部分は，審査請求人以外の個人の署名及び印影であり，法１

４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができるものに該当する。 

個人の署名及び印影については，当該個人の氏名を審査請求人が

知り得るとしても署名及び印影まで開示する慣行があるとは認めら

れないため，法１４条２号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ

及びハに該当する事情も認められない。また，当該部分は個人識別

部分であることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（イ）通番５，通番７，通番９，通番１１，通番１３，通番１５，通番

１７，通番２４及び通番２９について 

当該部分は，審査請求人以外の第三者の氏名，署名，印影，住所，

職業，生年月日，電話番号及び聴取場所であり，それぞれ氏名と一

体として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に

関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該

当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認めら

れない。 

また，氏名，署名，印影，住所，職業，生年月日及び電話番号に

ついては，個人識別部分であることから，法１５条２項による部分

開示の余地もない。その余の部分である聴取場所については，当該

部分を開示すると，当該被聴取者を特定する手掛かりとなり得るも

のであることから，当該被聴取者の権利利益を害するおそれがない

とは認められず，部分開示できない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 
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   イ 法１４条３号イ該当性について 

通番２２及び通番２３は，特定事業場及び特定団体の印影である。

当該印影は，書類の真正を示す認証的な機能を有する性質のもので

あり，かつ，これにふさわしい形状のものであると認められること

から，これを開示すると当該組織の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

ウ 法１４条２号及び３号イ該当性について 

（ア）通番２７のうち，氏名部分は，法１４条２号本文前段に規定する

審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別す

ることができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれに

も該当する事情は認められない。また，当該部分は個人識別部分で

あることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）通番２７のうち，その余の部分である法人名部分は，特定事業場

の業務に係る内部情報であり，これを開示すると，取引関係や人材

確保の面等において，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同条２号に

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

エ 法１４条２号及び７号柱書き該当性について 

（ア）通番２のうち，１９頁の不開示部分は，「事業場（所属部署）内

における当該労働者の位置づけ」欄及び「事業場以外における当該

労働者との相関図（家族・友人等）」欄であり，関係者の職業，氏

名及び審査請求人との関係が記載されており，かつ，被聴取者には

○印が記載されている。 

関係者の職業，氏名，審査請求人との関係及び被聴取者であるこ

とを示す○印の有無は，一体として法１４条２号本文前段に規定す

る審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別

することができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれ

にも該当する事情は認められない。また，当該部分は個人識別部分

であることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）通番２のうち，特定労働基準監督署の担当官が聴取した審査請求
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人以外の第三者の職氏名の記載部分については，被聴取者ごとに法

１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，審査

請求人の知り得る情報であるとは認められないことから，同号ただ

し書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認めら

れない。また，当該部分は個人識別部分であることから，法１５条

２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（ウ）通番２（上記（ア）及び（イ）を除く。），通番４，通番６，通

番８，通番１０，通番１２，通番１４，通番１６，通番１８及び通

番２１（署名及び印影部分を除く。）について 

当該部分は，特定労働基準監督署の担当官が，審査請求人以外の

第三者から聴取した内容又は労働基準監督署の担当官の求めに応じ

て提出された医師の意見が記載されており，これらを開示すると，

被聴取者等が，労災給付請求者である審査請求人からの批判等を恐

れ，被聴取者等自身が認識している事実関係等について直接的な申

述を行うことをちゅうちょし，労災給付請求者側又は所属事業場側

いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど，正確な事

実関係の把握が困難となるおそれがあり，労働基準監督機関が行う

労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２

号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（エ）通番２１（署名及び印影部分）は，地方労災医員の署名及び印影

であり，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に

関する情報であって特定の個人を識別することができるものに該当

する。 

地方労災医員の氏名は，「各行政機関における公務員の氏名の取

扱いについて」（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連絡会

議申合せ）における「職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏

名」に該当し，特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き，開示

することとされているが，署名及び印影についてまで開示する慣行

があるとは認められないことから，法１４条２号ただし書イに該当

せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。また，

当該部分は，個人識別部分であり，法１５条２項による部分開示の

余地もない。 
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したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（オ）通番２８は，特定事業場の社内調査結果に記載された審査請求人

以外の第三者の職氏名及び聴取内容であり，法１４条２号本文前段

に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個

人を識別することができるものに該当し，審査請求人の知り得る情

報であるとは認められないことから，同号ただし書イに該当せず，

同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。また，当該

部分は個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示

の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（カ）通番３０は，労働基準監督機関による聴取事項に係る情報であり，

これを開示すると，回答者が，労災給付請求者である審査請求人か

らの批判等を恐れ，回答者自身が認識している事実関係等について

直接的な申述を行うことをちゅうちょし，労災給付請求者側又は所

属事業場側いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど，

正確な事実関係の把握が困難となるおそれがあり，労働基準監督機

関が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

と認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条

２号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であ

る。 

オ 法１４条３号ロ及び７号柱書き該当性について 

通番２５は，特定労働基準監督署の担当官の求めに応じて提出され

た特定事業場の資料であり，これを開示すると，当該事業場だけで

なく関係事業者の信頼を失い，労災認定の調査への協力をちゅうち

ょさせることとなるなど，正確な事実関係の把握が困難となるおそ

れがあり，労働基準監督機関が行う労災認定の事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条３号

ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   カ 法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書き該当性について 

（ア）通番３１のうち，１頁５行目６文字目ないし６行目並びに４頁２

８行目及び２９行目は，審査請求人以外の第三者の氏名，署名，印

影，住所及び所属であり，それぞれ氏名と一体として法１４条２号

本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，



 11 

特定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イ

ないしハのいずれにも該当する事情は認められない。また，当該部

分は個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示の

余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イ及

びロ並びに７号柱書きについて判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当である。 

（イ）通番３１（上記（ア）を除く。）は，特定労働基準監督署の担当

官の求めに応じて提出された第三者の回答及び添付資料である。こ

れらを開示すると，回答者が，労災給付請求者である審査請求人か

らの批判等を恐れ，回答者自身が認識している事実関係等について

直接的な申述を行うことをちゅうちょし，労災給付請求者側又は所

属事業場側いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど，

正確な事実関係の把握が困難となるおそれがあり，労働基準監督機

関が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

と認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条

２号並びに３号イ及びロについて判断するまでもなく，不開示と

することが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ その他について 

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，審査請求人から

労働保険審査会に再審査請求がなされ，審査請求人に対し，当該事件に係

る一連の審査資料がまとめられた，いわゆる事件プリントが送付されてい

るとのことであった。本件開示請求に係る原処分時においては，当該事件

プリント及び裁決書の内容を審査請求人が知り得る状況ではないが，その

後の事情の変化を踏まえ，諮問庁の現時点における対応としては，労働保

険審査会から既に審査請求人に対して開示された情報については，可能な

限り開示することが望ましい。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とした決定に

ついては，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表の６

欄に掲げる部分を除く部分は，同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当す

ると認められるので，同条３号ロについて判断するまでもなく，不開示と
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することは妥当であるが，別表の６欄に掲げる部分は，同条２号，３号イ

及びロ並びに７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきであると判断

した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  
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別表  

１

文

書

番

号 

２対象文

書名 

３

通

番 

４諮問庁が「不開

示を維持する部

分」としている部

分 

５不開示情報 

（法１４条該当

号） 

６開示すべき部分 

２

号 

３

号

イ 

３ 

号 

ロ 

 

 

７ 

号 

柱 

書 

き 

１ 「ハラス

メントを

起こした

と考えら

れ る 原

因」と題

する書面

（甲第１

号証） 

 －  

 

  

  

    

２ ハラスメ

ント経過

報告（甲

第 ２ 号

証） 

 －      

３ 「意見書

関しての

質問」と

題する書

面（甲第

３号証） 

 －      

４ 「特定個

人に対し

てパワハ

ラが」で

始まる文

書（甲第

４号証） 

 －    

  

     

５ 費用請求 １ １頁目診療担当者 ○      
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書（乙第

１号証） 

印影 

６ 費用支給

決定決議

書（乙第

２号証） 

 －      

７ 不支給決

定 通 知

（乙第３

号証） 

 －        

８ 調査復命

書（乙第

４号証） 

２ ２頁，４頁，６頁

ないし１１頁，１

５頁ないし１７

頁，１９頁ないし

２０頁の不開示部

分全て（ただし１

６頁１２行目１７

文字目ないし２７

文字目を除く。） 

○    ○ ２頁「具体的出来

事」欄上段５行目

８文字目ないし２

６文字目，６行目

８文字目ないし２

７文字目，８行目

２３文字目ないし

９行目９文字目，

１１行目２５文字

目ないし１２行目

１５文字目，２３

文字目ないし２６

文字目，３３文字

目ないし１３行目

３２文字目及び１

６行目６文字目な

いし８文字目，１

８文字目ないし１

７行目２１文字

目，同欄下段３行

目２０文字目ない

し４行目３３文字

目及び５行目１２

文字目ないし３２

文字目，６頁「調

査結果」欄１行

目，３行目１文字
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目ないし１２文字

目，４行目９文字

目ないし７行目，

９行目，１０行

目，１２行目，１

４行目，１６行

目，１８行目，１

９行目，２３行

目，２４行目，２

９行目ないし３２

行目，４３行目，

４４行目，４６行

目，４７行目，４

９行目，５０行

目，５２行目，５

３行目及び５７行

目，７頁「調査結

果」欄１行目，３

０行目，３１行

目，３３行目ない

し３５行目，５６

行目及び６３行

目，８頁「調査結

果」欄１４行目な

いし２５行目，３

０行目，３１行目

及び３６行目ない

し５１行目，「認

定事実」欄３行目

２３文字目ないし

４１文字目，４行

目３文字目ないし

２２文字目及び５

行目３４文字目な

いし５６文字目， 

９頁「認定事実」

欄２行目３２文字
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目ないし３行目２

文字目，２０文字

目ないし５５文字

目及び５行目６文

字目ないし８文字

目及び１８文字目

ないし５５文字

目，１０頁「調査

結果」欄１行目，

２行目，４行目な

いし７行目，９行

目及び１５行目４

文字目ないし１７

行目，「認定事

実」欄２行目２０

文字目ないし３行

目１３文字目及び

２８文字目ないし

４８文字目，１１

頁「調査結果」欄

１行目及び２行

目，「認定事実」

欄２行目２０文字

目ないし４０文字

目，１６頁「専門

医の意見」欄３７

行目３６文字目な

いし３８行目３文

字目，２１文字目

ないし３９行目５

文字目，４０行目

３０文字目ないし

４１行目９文字

目，４３行目１１

文字目ないし３７

文字目，４４行目

２文字目ないし４
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文字目，１２文字

目ないし４５行目

４文字目，４７行

目６文字目ないし

８文字目，１８文

字目ないし４８行

目１３文字目，５

３行目２０文字目

ないし５４行目２

６文字目及び４１

文字目ないし５５

行目１８文字目，

１７頁「専門医の

意見」欄左から２

つ目の枠内２行目

２４文字目ないし

３行目２文字目，

１５行目１７文字

目ないし３９文字

目及び１７行目８

文字目ないし１８

行目１０文字目，

１９頁「事業場以

外における当該労

働者との相関図

（ 家 族 ・ 友 人

等）」欄審査請求

人の右側部分，２

０頁枠内下段５行

目１０文字目ない

し３７文字目 

９ 聴取書①

（乙第５

号証） 

 －        

１

０ 

聴取書②

（乙第６

号証） 

３ ①１頁目住所，職

業，氏名，生年月

日の数字部分，３

○    １頁住所，職業，

氏名，生年月日の

数字部分 
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頁２行目署名及び

印影 

４ ②１頁９行目ない

し３頁１行目（た

だ し 項 番 を 除

く。）の不開示部

分全て 

○   ○ １頁９行目ないし

１８行目及び２３

行目ないし２頁２

行目，７行目，８

行目，１７行目な

いし２１行目及び

２３行目，３頁１

行目 

１

１ 

聴取書③

（乙第７

号証） 

５ ①１頁目住所，職

業，氏名，生年月

日の数字部分，１

頁７行目１０文字

目ないし２３文字

目，２頁９行目署

名及び印影 

○     

６ ②１頁９行目ない

し２頁８行目（た

だ し 項 番 を 除

く。）の不開示部

分全て 

○   ○  

１

２ 

聴取書④

（乙第８

号証） 

 

７ ①１頁目住所，職

業，氏名，生年月

日の数字部分，３

頁２１行目署名及

び印影 

○     

８ ②１頁９行目ない

し３頁２０行目

（ただし項番を除

く。）の不開示部

分全て 

○   ○ １頁１７行目ない

し２２行目３０文

字目及び３７文字

目ないし２頁２行

目３７文字目，３

行目１５文字目な

いし４行目，７行

目，８行目，１１

行目ないし１２行

目１０文字目，１
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７文字目ないし１

３行目，１４行目

４文字目ないし１

０文字目，１７文

字目ないし１５行

目３文字目，８文

字目ないし１７文

字目，２２文字目

ないし１７行目及

び２３行目，３頁

１行目４文字目な

いし２６文字目，

３３文字目ないし

３行目，４行目４

文字目ないし１２

文字目，２９文字

目ないし６行目，

７行目４文字目な

いし１０文字目，

１７文字目ないし

８行目，１４行

目，１５行目及び

１８行目 

１

３ 

聴取書⑤

（乙第９

号証） 

９ ①１頁目住所，職

業，氏名，生年月

日の数字部分，３

頁１９行目署名及

び印影 

○     

１

０ 

②１頁９行目ない

し３頁１８行目

（ただし項番を除

く。）の不開示部

分全て 

○   ○ １頁１３行目，１

４行目及び１７行

目９文字目ないし

１９行目２４文字

目及び３１文字目

ないし２０行目，

２頁２行目３文字

目ないし２１文字

目，３１文字目な
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いし５行目，６行

１２文字目ないし

３９文字目，８行

目ないし１２行

目，１５行目，１

６行目，１７行目

４文字目ないし１

０文字目，１７文

字目ないし１９行

目及び２３行目，

３頁１行目及び９

行目 

１

４ 

聴取書⑥

（乙第１

０号証） 

１

１ 

①１頁目住所，職

業，氏名，生年月

日の数字部分，４

頁８行目署名及び

印影 

○     

１

２ 

②１頁９行目ない

し４頁７行目（た

だ し 項 番 を 除

く。）の不開示部

分全て 

○   ○ １頁１５行目，１

６行目，１８行目

ないし１９行目２

６文字目及び３４

文字目ないし２頁

１行目，３行目な

いし７行目６文字

目，１４文字目な

いし８行目，１７

行目及び２１行目

ないし２３行目，

３頁１８行目ない

し２０行目及び２

３行目，４頁１行

目及び３行目 

１

５ 

聴取書⑦

（乙第１

１号証） 

１

３ 

①１頁目住所，職

業，氏名，生年月

日の数字部分，２

頁１７行目署名及

び印影 

○     
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１

４ 

②１頁９行目ない

し２頁１６行目

（ただし項番を除

く。）の不開示部

分全て 

○   ○ １頁１９行目ない

し２２行目及び２

３行目３文字目な

いし２頁３行目，

１１行目４文字目

ないし１０文字目

及び１２行目２４

文字目ないし１３

行目 

１

６ 

電話録取

書（乙第

１ ２ 号

証） 

１

５ 

①１頁目電話番号

及び受信者 

○     

１

６ 

②１頁８行目ない

し１４行目（ただ

し項番を除く。）

の不開示部分全て 

○   ○ １頁８行目ないし

１２行目 

１

７ 

聴取書⑧

（乙第１

３号証） 

１

７ 

①１頁目住所，職

業，氏名，生年月

日の数字部分，２

頁１７行目署名及

び印影 

○     

１

８ 

②１頁９行目ない

し２頁１６行目

（ただし項番を除

く。）の不開示部

分全て 

○   ○ １頁１５行目，１

６行目及び１９行

目ないし２２行

目，２頁４行目４

文字目ないし３５

文字目，５行目５

文字目ないし６行

目，７行目４文字

目ないし７文字目

及び１２文字目な

いし１１行目 

１

８ 

申 立 書

（乙第１

４号証） 

 －      

１

９ 

「ハラス

メントを

起こした

 －         
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と考えら

れ る 原

因」と題

する書面

（乙第１

５号証） 

２

０ 

意見書提

出 依 頼

（乙第１

６号証） 

１

９ 

３頁目診療担当者

印影 

○     

２

１ 

意 見 書

（乙第１

７号証） 

２

０ 

医師の印影 ○     

２

２ 

診 療 録

（乙第１

８号証） 

 －      

２

３ 

業務起因

性の医学

的 見 解

（乙第１

９号証） 

２

１ 

５頁から１０頁の

不開示部分全て

（ただし７頁１７

行目１９文字目な

いし２９文字目を

除く。） 

○    ○ ８頁７行目３６文

字目ないし８行目

１２文字目，２２

文字目ないし９行

目７文字目，１０

行目３３文字目な

いし１１行目１３

文字目，１３行目

１７文字目ないし

１４行目１文字

目，９文字目ない

し１２文字目，１

９文字目ないし１

５行目１２文字

目，１７行目６文

字目ないし８文字

目，１８文字目な

いし１８行目１４

文字目，２４行目

２０文字目ないし

２５行目２７文字
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目及び４２文字目

ないし２６行目１

９文字目，９頁１

行目２４文字目な

いし２行目３文字

目，１４行目２１

文字目ないし１５

行目４文字目及び

１６行目８文字目

ないし１７行目１

４文字目 

２

４ 

報告書提

出 依 頼

（乙第２

０号証） 

 －        

２

５ 

履歴事項

全部証明

書（乙第

２ １ 号

証） 

 －         

２

６ 

組 織 図

（乙第２

２号証） 

 －       

２

７ 

就業規則

等（乙第

２３号

証） 

２

２ 

４５頁目印影  ○    

２

８ 

協 定 届

（乙第２

４号証） 

２

３ 

①１頁目印影  ○     

２

４ 

②２頁目本社点検

者氏名及び印影 

○     

２

９ 

履 歴 書

（乙第２

５号証） 

 －        

３

０ 

経 歴 書

（乙第２

６号証） 

２

５ 

１頁ないし５頁の

不開示部分全て 

   ○ ○ １頁，３頁不開示

部分 
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３

１ 

健康診断

個人票・

人間ドッ

ク成績表

（乙第２

７号証） 

２

６ 

１頁，２頁，５

頁，８頁の不開示

部分全て 

○        

３

２ 

職 務 内

容・日常

業務内容

（乙第２

８号証） 

２

７ 

４頁ないし１７頁

の不開示部分全て 

○ ○     

３

３ 

賃金台帳

（乙第２

９号証） 

 －        

３

４ 

事業場で

把握して

いる事項

（乙第３

０号証） 

２

８ 

１頁ないし３頁の

不開示部分全て 

○    ○ ２頁１７行目１文

字目ないし１９文

字目 

３

５ 

始末書（

乙第３１

号証） 

 －      

３

６ 

質 問 書

（乙第３

２号証） 

２

９ 

①１頁目の不開示

部分全て 

○     

３

０ 

②２頁ないし４頁

の不開示部分全て 

○   ○  

３

７ 

回 答 書

（乙第３

３号証） 

３

１ 

１頁ないし９頁の

不開示部分全て 

○ ○ ○ ○ １頁４行目ないし

５行目５文字目，

２頁２４行目ない

し２６行目３５文

字目，２９行目７

文字目ないし３１

行目２６文字目及

び３５行目，３頁

３行目ないし１０

行目，１７行目な
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いし２７行目，４

頁２４行目２５文

字目ないし２５行

目 

３

８ 

療養給付

記録等の

提出依頼

（乙第３

４号証） 

 －      

３

９ 

診療報酬

明 細 書

（乙第３

５号証） 

 －      

４

０ 

聴取書⑨

（丙第１

号証） 

 －      

 


